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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　窒化物セラミックス基板の一方もしくは両方の主面に銅板が接合されてなる接合基板で
あって、
　ＴｉＮからなる接合層が前記窒化物セラミックス基板と前記銅板との間に介在するとと
もに少なくとも前記銅板と直接に接しており、
　前記銅板内に、Ａｇ原子が拡散してなり、前記Ａｇ原子の存在比率が１５ａｔ％以下で
あるＡｇ拡散領域が存在する、
ことを特徴とする接合基板。
【請求項２】
　請求項１に記載の接合基板であって、
　前記接合層と前記銅板との界面に、Ａｇの存在比率が６０ａｔ％を超え１００ａｔ％以
下である、ＡｇリッチなＡｇ－Ｃｕ合金相またはＡｇ金属相であるＡｇリッチ相が、離散
的に存在する、
ことを特徴とする接合基板。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の接合基板であって、
　前記Ａｇ拡散領域が、前記銅板内において少なくとも前記接合層との界面近傍に存在す
る、
ことを特徴とする接合基板。
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【請求項４】
　窒化物セラミックス基板の一方もしくは両方の主面に銅板が接合されてなる接合基板を
製造する方法であって、
　前記窒化物セラミックス基板の一方もしくは両方の主面にＡｇ、Ｃｕ、およびＴｉを含
むろう材ペーストを塗布する塗布工程と、
　前記窒化物セラミックス基板の前記ろう材ペーストの被塗布面に対して前記銅板を重ね
合わせた状態で真空もしくはＡｒ雰囲気下で５Ｍｐａ以上の接合圧力で加熱加圧する接合
工程と、
を備え、
　前記塗布工程と前記接合工程とを行うことにより、前記接合基板において、
　　前記窒化物セラミックス基板と前記銅板との間に、ＴｉＮからなる接合層を少なくと
も前記銅板と直接に接するように生成させ、かつ、
　　前記ろう材ペーストに含まれるＡｇ原子を前記銅板に拡散させて前記銅板内に前記Ａ
ｇ原子の存在比率が１５ａｔ％以下であるＡｇ拡散領域を形成させる、
ことを特徴とする接合基板の製造方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の接合基板の製造方法であって、
　前記塗布工程と前記接合工程とを行うことにより、前記接合基板においてさらに、前記
接合層と前記銅板との界面に、Ａｇの存在比率が６０ａｔ％を超え１００ａｔ％以下であ
る、ＡｇリッチなＡｇ－Ｃｕ合金相またはＡｇ金属相であるＡｇリッチ相を、離散的に存
在させる、
ことを特徴とする接合基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パワー半導体が実装される基板に関し、特に、ろう材を用いて銅板がセラミ
ックス基板に接合される接合基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＨＥＶ／ＥＶや電車等の電力制御にパワー半導体モジュールが使用されている。パワー
半導体モジュールは、例えばスイッチング素子、ＩＧＢＴ、ＭＯＳＦＥＴなどのパワー半
導体を実装するための電気回路及び絶縁放熱基板、冷却部材、筺体で構成される。パワー
半導体モジュールは、大電力制御を行うため高発熱であり、また、冷熱サイクル環境下で
使用される。それゆえ、パワー半導体を実装する絶縁放熱基板には、電気絶縁性、放熱性
に加え、冷熱サイクルに対する信頼性（耐久性）が要求される。
【０００３】
　従来、絶縁放熱基板としては、アルミナ基板、窒化アルミニウム基板、窒化珪素基板な
どに薄銅板を直接接合したＤＣＢ基板が広く知られている。また、拡散接合法によって窒
化珪素基板と銅板とを接合する態様も、すでに公知である（例えば、非特許文献１参照）
。
【０００４】
　また、アルミナ基板、窒化アルミニウム基板、あるいは窒化珪素基板などのセラミック
ス基板と薄銅板とを、活性金属を含むロウ材（接合材）を用いて形成される接合層を介し
て接合してなるＡＭＢ基板も、絶縁放熱基板として広く知られている。ＡＭＢ基板として
は、接合層の形成に際しＡｇを含むろう材を用いるもの（例えば、特許文献１および特許
文献２参照）、および、Ａｇを含まないろう材を用いるもの（例えば、特許文献３および
特許文献４参照）が、いずれも公知である。
【０００５】
　また、ろう材による絶縁基板と金属板（回路基板）との接合の手法として、加熱加圧接
合がすでに公知である（例えば、特許文献５ないし特許文献９参照）。
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【０００６】
　近年、パワー半導体モジュールに対しては、出力密度の向上や小型化が要求されるよう
になってきている。係る要求を受けて、パワー半導体モジュールに用いる絶縁放熱基板に
ついては、放熱性と小型化とを両立させる目的で、銅板を厚板化することが検討されてい
る。
【０００７】
　しかし、厚銅板を用いる場合、銅とセラミックスとの熱膨張差に起因して銅板とセラミ
ックス基板との接合端部に発生する熱応力が大きくなり、セラミックス基板と銅板とを接
合する際の熱処理で発生する残留熱応力と実使用時の温度変化により生じる繰り返し熱応
力とによって、セラミックス基板にクラックが発生する問題が生じる。
【０００８】
　本発明の発明者は、鋭意検討の結果、Ａｇを含むろう材を用いて接合層を形成してなる
ＡＭＢ基板においては、銅板と接合層との界面近傍におけるＡｇの存在形態が冷熱サイク
ルに対する信頼性に影響を及ぼすことを、見出した。
【０００９】
　特許文献１、特許文献２、および、特許文献５ないし特許文献９のいずれにも、ＡＭＢ
基板における銅板と接合層との界面近傍におけるＡｇの存在形態と、冷熱サイクルとの関
係について、何らの開示も示唆もなされてはいない。
【００１０】
　例えば、特許文献１は、空隙等の欠陥の少ないろう材はみ出し部を設けることによって
耐熱サイクルの向上を図る技術を開示するに過ぎない。
【００１１】
　また、特許文献２は、窒化珪素基板自体の組成および粒界の数を調整することで耐熱サ
イクル性を向上させる技術を開示するに過ぎない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２０１４－２０７４８２号公報
【特許文献２】特許第３６２９７８３号公報
【特許文献３】特開２００３－２８３０６４号公報
【特許文献４】特開平５－３２４６３号公報
【特許文献５】特開２００２－４３４８２号公報
【特許文献６】特開２００２－３５９４５３号公報
【特許文献７】特開２００４－２５３７３６号公報
【特許文献８】特許第４０１５０２３号公報
【特許文献９】特許第４０１４５２８号公報
【非特許文献】
【００１３】
【非特許文献１】「拡散接合法によるＳｉＣ素子用高信頼性冷却（放熱）基板の開発」、
戦略的基盤技術高度化支援事業 研究開発成果事例集　平成24年度～平成25年度採択事業
、関東経済産業局産業部製造産業課、2015年3月発行、p.28-29。
【発明の概要】
【００１４】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、従来よりも冷熱サイクルに対する信
頼性を高めた、主としてパワー半導体実装用の接合基板を提供することを目的とする。
【００１５】
　上記課題を解決するため、本発明の第１の態様では、窒化物セラミックス基板の一方も
しくは両方の主面に銅板が接合されてなる接合基板において、ＴｉＮからなる接合層が前
記窒化物セラミックス基板と前記銅板との間に介在するとともに少なくとも前記銅板と直
接に接しており、前記銅板内に、Ａｇ原子が拡散してなり、前記Ａｇ原子の存在比率が１
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５ａｔ％以下であるＡｇ拡散領域が存在する、ようにした。
【００１６】
　また、本発明の第２の態様では、第１の態様に係る接合基板において、前記接合層と前
記銅板との界面に、Ａｇの存在比率が６０ａｔ％を超え１００ａｔ％以下である、Ａｇリ
ッチなＡｇ－Ｃｕ合金相またはＡｇ金属相であるＡｇリッチ相が、離散的に存在するよう
にした。
【００１７】
　また、本発明の第３の態様では、第１または第２の態様に係る接合基板において、前記
Ａｇ拡散領域が、前記銅板内において少なくとも前記接合層との界面近傍に存在するよう
にした。
【００１８】
　また、本発明の第４の態様では、窒化物セラミックス基板の一方もしくは両方の主面に
銅板が接合されてなる接合基板を製造する方法が、前記窒化物セラミックス基板の一方も
しくは両方の主面に少なくともＡｇ、Ｔｉを含むろう材ペーストを塗布する塗布工程と、
前記窒化物セラミックス基板の前記ろう材ペーストの被塗布面に対して前記銅板を重ね合
わせた状態で真空もしくはＡｒ雰囲気下で５Ｍｐａ以上の接合圧力で加熱加圧する接合工
程と、を備え、前記塗布工程と前記接合工程とを行うことにより、前記接合基板において
、前記窒化物セラミックス基板と前記銅板との間に、ＴｉＮからなる接合層を少なくとも
前記銅板と直接に接するように生成させ、かつ、前記ろう材ペーストに含まれるＡｇを前
記銅板に拡散させて前記銅板内に前記Ａｇ原子の存在比率が１５ａｔ％以下であるＡｇ拡
散領域を形成させる、ようにした。
【００１９】
　また、本発明の第５の態様では、第４の態様に係る接合基板の製造方法において、前記
塗布工程と前記接合工程とを行うことにより、前記接合基板においてさらに、前記接合層
と前記銅板との界面に、Ａｇの存在比率が６０ａｔ％を超え１００ａｔ％以下である、Ａ
ｇリッチなＡｇ－Ｃｕ合金相またはＡｇ金属相であるＡｇリッチ相を、離散的に存在させ
るようにした。
【００２０】
　本発明の第１ないし第５の態様によれば、冷熱サイクルに対する信頼性が高く、かつ、
放熱性の優れた接合基板を得ることができる。
【００２１】
　特に、第２および第５の態様によれば、冷熱サイクルのみならず電気的な絶縁破壊に対
しても信頼性が高い接合基板を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施の形態に係る接合基板１０（１０Ａ、１０Ｂ）の断面構成を模式的
に示す図である。
【図２】接合基板１０Ａの接合層２と銅板３との界面領域における微細構造を模式的に示
す断面図である。
【図３】接合基板１０Ｂの接合層２と銅板３との界面領域における微細構造を模式的に示
す断面図である。
【図４】接合基板２０の断面構成を、模式的に示す図である。
【図５】接合基板２０の接合層２から銅板３に至る界面領域における微細構造を模式的に
示す断面図である。
【図６】接合基板３０の接合層７と銅板３との界面領域における微細構造を模式的に示す
断面図である。
【図７】実施例９の界面近傍についてのＳＥＭ像とＴｉ、Ａｇ、ＣｕについてのＥＰＭＡ
元素マッピング像とを併せて示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
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　　＜接合基板の概要＞
　図１は、本発明の実施の形態に係る接合基板１０（１０Ａ、１０Ｂ）の断面構成を模式
的に示す図である。接合基板１０は、例えばスイッチング素子、ＩＧＢＴ、ＭＯＳＦＥＴ
などの図示しないパワー半導体を含むパワー半導体モジュールにおいて、該パワー半導体
が実装される基板である。
【００２４】
　接合基板１０は、概略、セラミックス基板１の一方主面に接合層２を介して銅板３が接
合された構成を有する。係る接合基板１０は、セラミックス基板１の一方主面上に少なく
ともＡｇ、Ｔｉを含むペースト状のろう材を塗布した後、該ろう材の塗布面に銅板３を重
ね合わせ、真空下もしくはＡｒ雰囲気下で加熱および加圧することによって（真空下もし
くはＡｒ雰囲気下での加熱加圧接合によって）得られる。換言すれば、接合基板１０は、
接合層２が相異なる界面においてセラミックス基板１と銅板３との双方に隣接する構成を
有する。図１においては、セラミックス基板１と接合層２とが界面Ｉ１をなし、接合層２
と銅板３とが界面Ｉ２をなすものとしている。
【００２５】
　セラミックス基板１としては、窒化珪素（Ｓｉ３Ｎ４）基板や窒化アルミニウム（Ａｌ
Ｎ）基板などの窒化物セラミックス基板が例示される。本発明を実現するうえにおいては
、セラミックス基板１の平面形状やサイズに特段の制限はないが、パワー半導体モジュー
ルの小型化を図るという観点からは、一辺が２０ｍｍ～７０ｍｍ程度で厚みが０．１ｍｍ
～１．０ｍｍの平面視矩形状のセラミックス基板１が例示される。
【００２６】
　銅板３は、セラミックス基板１の平面サイズと同じ平面サイズを有していてもよく、あ
るいは、セラミックス基板１よりもわずかに小さい平面サイズを有していてもよい。図１
に示す構成は、前者の場合に相当する。後者の場合、セラミックス基板１の外縁部は銅板
３が接合されずに露出することになる。一方、厚みについては、パワー半導体モジュール
の小型化を図るという観点からは、０．５ｍｍ～２．０ｍｍ程度であることが好ましい。
【００２７】
　より詳細には、パワー半導体は接合基板１０を構成する銅板３の非接合面（接合層２が
存在する側とは反対側の主面）上に実装される。係る場合において、銅板３はそれ自体に
電気回路パターンが形成されてなる回路基板として用意され、該電気回路パターン上にパ
ワー半導体が実装される態様であってよい。ただし、以降の説明においては、このような
電気回路パターンが形成されてなる回路基板も含め、単に銅板３と総称する。
【００２８】
　接合層２は、ＴｉＮを主成分とする層である。係る接合層２は、上述した加熱加圧接合
の過程において、ろう材中に活性金属として含まれるＴｉと、セラミックス基板１を構成
するＮとから生成される。接合層２は、概ねサブミクロンオーダーから数μｍ程度の厚み
を有して形成されるが、セラミックス基板１と銅板３の表面凹凸に比して厚みが小さい等
の理由から必ずしも一様な厚みに形成されるものではなく、場所によるばらつき（層内ば
らつき）があってもよい。
【００２９】
　　＜接合部分の詳細と接合基板の特性＞
　図２および図３は、本実施の形態に係る接合基板１０（１０Ａ、１０Ｂ）の接合層２と
銅板３との界面領域における微細構造を模式的に示す断面図である。
【００３０】
　一方、図４は、対比のために示す、本実施の形態に係る接合基板１０とは異なる構成を
有する接合基板２０の断面構成を、模式的に示す図である。そして、図５は、接合基板２
０の接合層２から銅板３に至る界面領域における微細構造を模式的に示す断面図である。
【００３１】
　接合基板１０と接合基板２０はいずれも、セラミックス基板１と銅板３とを、Ｔｉに加
えてＡｇを含むろう材を用いて加熱加圧接合することで得られるものであるが、その際の
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接合条件を違えることで、作り分けられるものである。
【００３２】
　なお、ろう材としては、低融点化のためにＣｕやＳｎ、Ｉｎ等が添加されたもの、また
、それらの合金粉末に、Ｔｉを加えたものを用いることができる。例えば、Ａｇ－Ｃｕ－
Ｔｉ系のろう材としては、Ａｇ、Ｃｕ、Ｔｉをそれぞれ組成重量比で３０～７０％、０～
４０％、０．１～２０％なる範囲で含有するものが例示され、これらの組成範囲を充足す
る市販のものを用いることも可能である。
【００３３】
　接合基板１０においては、図１に示すように接合層２と銅板３とが直接に接するものと
なっている。
【００３４】
　加えて、図１の概略図においては省略しているが、接合基板１０においては、図２およ
び図３においてドットにて模式的に示すように、銅板３内の、少なくとも接合層２との界
面Ｉ２近傍に、Ａｇ原子が分布している。Ａｇ原子は、界面Ｉ２から遠くなるほど（銅板
３の非接合面に近づくほど）濃度が小さくなる態様にて分布している。なお、図２および
図３においては、Ａｇ原子の存在比率が大きい領域ほどドットが密であるように表してい
る。
【００３５】
　セラミックス基板１と銅板３とをろう材を用いて接合するという接合基板１０の作製過
程と、銅板３におけるＡｇ原子の分布態様とを鑑みれば、銅板３内に存在するＡｇ原子は
、そもそもはろう材に含有されていたものが、加熱加圧接合の過程において固体状態の銅
板３へと拡散した（固溶した）ものに他ならない。
【００３６】
　これはすなわち、本実施の形態に係る接合基板１０を得るための加熱加圧接合が、セラ
ミックス基板１と銅板３との間にＴｉＮからなる接合層２が形成されるとともに、銅板３
の少なくとも接合層２との界面Ｉ２近傍にＡｇ分布領域３ｄが形成される条件でなされる
ことを意味する。ただし、Ａｇ分布領域３ｄにおけるＡｇ原子の存在比率（固溶比）は最
大でも１５ａｔ％に留まる。
【００３７】
　Ａｇの方がＣｕよりも熱伝導率が高いことから、銅板３におけるＡｇ分布領域３ｄの形
成は、接合基板１０の熱抵抗を低減し、放熱性を向上させる効果がある。
【００３８】
　一方、接合基板２０は、銅板３にＡｇ分布領域３ｄが形成される点では接合基板１０と
共通するが、接合層２と銅板３とが直接に界面を構成せず、両者の間に副接合層ともいう
べきＡｇ－Ｃｕ層（Ａｇ－Ｃｕ合金からなる層）６が介在している点で接合基板１０と相
違している。Ａｇ－Ｃｕ層６は、接合層２の略全面に形成されてなる。Ａｇ－Ｃｕ層６は
、Ａｇリッチ相とＣｕリッチ相の両方、もしくはどちらか１つから成る。Ａｇリッチ相は
Ａｇが８０％以上で残部がＣｕというＡｇ－Ｃｕ合金であり、Ｃｕリッチ相はＣｕが８０
～９６％で残部がＡｇというＡｇ－Ｃｕ合金である。Ａｇリッチ相とＣｕリッチ相の組成
はともに、ろう材添加剤（ＳｎやＩｎなど）を含む場合は前述の組成比から変わり得る。
【００３９】
　なお、Ａｇ原子の分布状態、すなわち銅板３におけるＡｇの拡散やＡｇ－Ｃｕ層６の存
在の有無などは、例えばＥＰＭＡにて接合基板１０および２０の断面を対象に組成分布を
分析することなどによって、確認することができる。
【００４０】
　確認的にいえば、銅板３におけるＡｇ分布領域３ｄは、加熱加圧接合の過程においても
固体状態を保っている銅板３に対しろう材中のＡｇが拡散することによって形成される領
域であるので、結晶格子のマトリックスはあくまでＣｕ原子によって構成され、Ａｇの含
有率は微量である。これに対し、Ａｇ－Ｃｕ層６は、加熱加圧接合の過程においてＡｇ原
子とＣｕ原子とが合金化することによって生じるものであって、上述のように、Ａｇリッ
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チ相とＣｕリッチ相の両方、もしくはどちらか１つから成る。それゆえ、Ａｇ－Ｃｕ層６
の結晶格子（Ａｇ原子とＣｕ原子の配置）は、合金組成に応じたものとなる。すなわち、
Ａｇ－Ｃｕ層６と銅板３におけるＡｇ分布領域３ｄとは、形成過程及びその組成比が異な
る。
【００４１】
　上述のような接合基板１０と接合基板２０の構成上の相違は、接合基板２０が形成され
る接合条件が、接合基板１０が形成される接合条件とは異なることを意味する。
【００４２】
　そして、係る接合基板１０と接合基板２０の構成上の相違は、両者の冷熱サイクルに対
する信頼性に対し、差異を与えるものとなる。
【００４３】
　一般に、セラミックス基板と他の部材とを接合してなる接合基板において、セラミック
ス板とセラミックス板に沿って存在する他の部材との熱膨張率に差がある場合、接合基板
に温度変化を与えると、セラミックス板と他の部材との熱膨張に差が生じて熱応力が発生
する。このような接合基板に対し冷熱サイクルを印加し続けると、この熱応力が繰り返し
発生し、どこかの時点でセラミックス基板に材料破壊が生じてクラックが発生することに
なる。
【００４４】
　接合基板１０と接合基板２０についてみれば、両者はまず接合層２とセラミックス基板
１とが隣接する構成において共通するが、接合層２はセラミックス基板１とほぼ同程度の
熱膨張率を有するために、接合基板１０と接合基板２０のいずれにおいても、接合層２と
セラミックス基板１との間には熱応力はほぼ発生しない。接合層２の厚みはセラミックス
基板１に比べて十分に小さいことも踏まえると、熱応力を考察するうえにおいては、接合
基板１０と接合基板２０の双方ともに、接合層２はセラミックス基板１と同一視すること
ができる。
【００４５】
　一方、接合基板１０において接合層２と隣接するのは銅板３であるのに対し、接合基板
２０において接合層２と隣接するのはＡｇ－Ｃｕ層６である。そして、銅板３とＡｇ－Ｃ
ｕ層６とはいずれも、セラミックス基板１とは異なる熱膨張率を有している。それゆえ、
接合基板１０においては銅板３とセラミックス基板１との間に熱応力が発生し、接合基板
２０においてはＡｇ－Ｃｕ層６とセラミックス基板１との間に熱応力が発生すると捉える
ことができる。
【００４６】
　この点から接合基板１０と接合基板２０とを対比すると、銅板３の方がＡｇ－Ｃｕ層６
よりも機械変形的な耐力低い（降伏応力が小さい）ため、接合基板１０においてセラミッ
クス基板１と銅板３との熱膨張差に起因して生じる熱応力は、接合基板２０においてセラ
ミックス基板１とＡｇ－Ｃｕ層６の熱膨張差に起因して生じる熱応力よりも、小さくなる
。これにより、同じように冷熱サイクルを印加した場合、本実施の形態に係る接合基板１
０の方が、接合基板２０よりも、セラミックス基板１においてクラックが発生しにくい、
ということができる。
【００４７】
　このことは、Ａｇ、Ｔｉを含むろう材を用いつつもＡｇ－Ｃｕ層を介在させない態様に
てセラミックス基板１と銅板３とを接合してなる本実施の形態に係る接合基板１０は、Ａ
ｇ－Ｃｕ層６が介在するように構成された接合基板２０よりも、冷熱サイクルに対する信
頼性が高いものである、ということを意味する。
【００４８】
　係る接合基板１０についてさらにいえば、接合基板１０を構成するセラミックス基板１
および銅板３の表面には通常、微細な凹凸がランダムに存在することから、ろう材による
接合の結果として両者と接合層２との間に形成される界面Ｉ１、Ｉ２も微視的にはランダ
ムな凹凸を有するものとなっている。
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【００４９】
　加えて、より詳細には、図２に示すように、接合層２と銅板３との界面Ｉ２にボイド４
が離散的に存在する場合がある。以下、係る態様にてボイド４が存在する接合基板１０を
特に接合基板１０Ａと称する。
【００５０】
　あるいは、図３においてハッチングにて示すように、界面Ｉ２にＡｇリッチ相５が離散
的に存在する場合もある。以下、係る態様にてＡｇリッチ相５が存在する接合基板１０を
特に接合基板１０Ｂと称する。ここで、Ａｇリッチ相５とは、Ａｇの存在比率が６０ａｔ
％を超え１００ａｔ％以下であるＡｇリッチなＡｇ－Ｃｕ合金の偏在領域である。
【００５１】
　ただし、Ａｇリッチ相５は、あくまで接合層２と銅板３との界面Ｉ２にあくまで離散的
に存在するという点で、接合基板２０において接合層２の全面に隣接する態様にて備わる
Ａｇ－Ｃｕ層６とは構造的に区別される。前者と違って、後者の場合、接合層２と銅板３
とが直接に界面を構成することはない。
【００５２】
　接合基板１０Ａと接合基板１０Ｂの構成上の相違は、両者を得るための接合条件が、Ａ
ｇ－Ｃｕ層６が形成されない前提のもとで異なっていることを意味する。なお、接合基板
１０ＢにおけるＡｇリッチ相５の形成は、異なる接合条件のもとではボイド４となり得る
箇所がＡｇリッチ相５にて埋設されたものとも捉えることができる。
【００５３】
　また、係る構成上の相違は、接合基板１０Ａと接合基板１０Ｂの絶縁耐圧に対し、差異
を与えるものである。
【００５４】
　一般に、接合基板に空隙部が存在する場合、該空隙部に電界が集中し絶縁破壊の起点と
なるリスクが高い。それゆえ、ボイド４を内包する接合基板１０Ａよりも、ボイド４とな
り得る位置にＡｇリッチ相５が存在することでボイドレスな構造を有してなる接合基板１
０Ｂの方が、絶縁耐圧（絶縁破壊電圧）が大きくなる傾向がある。すなわち、接合基板１
０Ｂの方が接合基板１０Ａよりも、電気的な絶縁破壊に対する信頼性が高いといえる。
【００５５】
　このことは、Ａｇ、Ｔｉを含むろう材を用いつつもＡｇ－Ｃｕ層を介在させない態様に
てセラミックス基板１と銅板３とを接合することによって接合基板を得るにあたって、接
合層２と銅板３との界面にＡｇリッチ相５を離散的に存在させることによって当該界面を
ボイドレスな構造とした場合には、冷熱サイクルに対する信頼性が高く電気的な絶縁破壊
に対する信頼性が高い接合基板１０が実現される、ということを意味する。
【００５６】
　なお、係る場合において、Ａｇリッチ相５のサイズ（最大サイズ）は、接合基板１０の
厚み方向においては例えば０．１μｍ～３μｍ程度であり、厚み方向に垂直な面内におい
ては例えば０．１μｍ～５μｍ程度である。また、厚み方向に垂直な面内におけるＡｇリ
ッチ相５の面積比率は１％～２０％程度であればよく、Ａｇリッチ相５同士の間隔は１μ
ｍ～１００μｍ程度であればよい。
【００５７】
　　＜接合条件と基板構成との関係＞
　上述のように、本実施の形態に係る接合基板１０（１０Ａ、１０Ｂ）は、セラミックス
基板１と銅板３とをＡｇ、Ｔｉを含むろう材を用いて加熱加圧接合することによって得ら
れる。加熱加圧接合については公知の技術を適用することが可能であるが、少なくともＡ
ｇ－Ｃｕ層６が形成されない接合条件（接合雰囲気、接合温度、接合圧力、ろう材の塗布
量）にて接合を行う必要がある。加えて、接合層２と銅板３との界面Ｉ２がボイドレスな
構造と接合条件にて接合を行うことが好ましい。
【００５８】
　まず、接合雰囲気は、活性金属であるＴｉが酸化もしくは窒化すると、そもそも接合が
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できないために、真空もしくはＡｒ雰囲気とする必要がある。
【００５９】
　接合圧力は５ＭＰa以上が望ましい。接合圧力が低いほどＡｇ－Ｃｕ層６およびボイド
４が形成されやすい傾向があるからである。また、接合圧力は２５ＭＰa以下が望ましい
。接合圧力が高いほどＡｇ－Ｃｕ層６およびボイド４が形成され難い傾向にあるが、接合
圧力が高すぎると接合の際にセラミックス基板１を破壊してしまうおそれがあるからであ
る。
【００６０】
　接合温度は、Ａｇ、Ｔｉを含むろう材を用いるという点から８００℃～１０００℃程度
とするのが好適であるが、８００℃～１０００℃の温度範囲において、接合温度は高いほ
どＡｇ－Ｃｕ層６が形成され難く、低いほどＡｇ－Ｃｕ層６が形成されやすい傾向にある
。
【００６１】
　ろう材の塗布量（塗布厚）は、接合後に得られる接合層の厚みが０．１μｍ～５μｍと
なるように定めるのが望ましい。塗布量（塗布厚）が多いほどＡｇ-Ｃｕ層６が形成され
やすく、塗布量（塗布厚）が小さいほどＡｇ-Ｃｕ層６が形成され難い傾向にある。
【００６２】
　例えば、接合圧力を５ＭＰａ～２５ＭＰａとし、接合温度を８５０℃とし、ろう材の塗
布量（塗布厚）を、接合後に得られる接合層の厚みが０．１μｍ～５μｍとなるように定
めた場合には、Ａｇ－Ｃｕ層６が形成されない一方でＡｇリッチ相５が離散的に存在する
ボイドレスな接合基板１０Ｂが得られる。
【００６３】
　これに対し、接合圧力を１ＭＰａ～１．５ＭＰａとし、接合温度を８００℃とし、ろう
材の塗布量（塗布厚）を接合後に得られる接合層の厚みが１０μｍ～２０μｍとなるよう
に定めた場合には、Ａｇ－Ｃｕ層６が形成されてしまう（接合基板２０が得られてしまう
）ことになる。
【００６４】
　一方、接合圧力を５ＭＰａ～２５ＭＰａとし、接合温度を９５０℃とし、ろう材の塗布
量（塗布厚）を接合後に得られる接合層の厚みが０．１μｍ～５μｍとなるように定めた
場合には、Ａｇ－Ｃｕ層６およびＡｇリッチ相５ともに形成されないもののボイド４が存
在する接合基板１０Ａが得られる。これは、係る接合条件の場合、Ａｇ原子が接合層２と
銅板３の間に留まらず銅板３の中に拡散してしまうことによるものと考えられる。
【００６５】
　以上、説明したように、本実施の形態によれば、セラミックス基板と銅板とをＡｇ－Ｃ
ｕ－Ｔｉ系のろう材を用いて加熱加圧接合することによって得られる接合基板を、ＴｉＮ
からなる接合層と銅板との間にＡｇ－Ｃｕ層が介在しない一方で、銅板にＡｇが拡散させ
た構成とすることで、冷熱サイクルに対する信頼性が高く、かつ、放熱性の優れた接合基
板を得ることができる。
【００６６】
　加えて、係るＡｇ－Ｃｕ層が介在しない接合基板において、接合層と銅板との界面を、
ボイドが存在せず、Ａｇリッチ相が離散的に存在する構成とすることで、冷熱サイクルの
みならず電気的な絶縁破壊に対しても信頼性が高い接合基板を得ることができる。
【００６７】
　　＜変形例＞
　上述の実施の形態においてはセラミックス基板１の一方主面側に銅板３が接合されるこ
とで接合基板が構成されていたが、他方主面側にも上述の実施の形態と同様の態様にて銅
板３が接合されることで接合基板が構成されてもよい。つまりはセラミックス基板１の両
方の主面に銅板３が接合されることで接合基板が構成されてもよい。
【実施例】
【００６８】
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　（接合基板の作製とその構造評価）
　実施例１～実施例６として、セラミックス基板１の材質および厚みと銅板（Ｃｕ板）３
の厚みとの組み合わせを種々に違えた６水準の接合基板１０Ａを、加熱加圧接合により作
製した。
【００６９】
　セラミックス基板１の材質は窒化珪素（Ｓｉ３Ｎ４）または窒化アルミニウム（ＡｌＮ
）とした。窒化珪素（Ｓｉ３Ｎ４）基板については厚みを０．３２ｍｍとし、窒化アルミ
ニウム（ＡｌＮ）については厚みを０．６３ｍｍとした。また、銅板３の厚みは、セラミ
ックス基板１が窒化珪素（Ｓｉ３Ｎ４）基板であるものについては０．３ｍｍ、０．６ｍ
ｍ、１ｍｍ、１．５ｍｍ、２．０ｍｍの５水準に違え、セラミックス基板１が窒化アルミ
ニウム（ＡｌＮ）基板であるものについては０．３ｍｍとした。
【００７０】
　実施例７～実施例１２として、セラミックス基板１の材質および厚みと銅板３の厚みと
の組み合わせを実施例１～実施例６と同様にした６水準の接合基板１０Ｂを、加熱加圧接
合により作製した。
【００７１】
　比較例１～比較例６として、セラミックス基板１の材質および厚みと銅板３の厚みとの
組み合わせを実施例１～実施例６と同様にした６水準の接合基板２０を、加熱加圧接合に
より作製した。
【００７２】
　実施例１～実施例１２および比較例１～比較例６のいずれの場合も、加熱加圧接合に用
いるろう材としては、組成重量比がＡｇ：５１％、Ｃｕ：２４％、Ｉｎ：１１％、Ｔｉ：
１４％であるものを用い、接合雰囲気は真空とした。
【００７３】
　一方、ろう材の塗布量は、実施例１～実施例６については接合後に得られる接合層の厚
みが層内ばらつき０．１μｍ～３μｍの範囲内に収まるように定め、実施例７～実施例１
２については０．１μｍ～３μｍの範囲内に収まるように定め、比較例１～比較例６につ
いては係る層内ばらつきが１３μｍ～２０μｍの範囲内に収まるように定めた。
【００７４】
　また、接合圧力については、実施例１～実施例１２については２０ＭＰａとし、比較例
１～比較例６については実施例１～実施例１２よりも軽荷重の１ＭＰａとした。
【００７５】
　さらに、比較例７～比較例１２として、セラミックス基板１の材質および厚みと、銅板
３の厚みとの組み合わせを実施例１～実施例６と同様にする一方で、ろう材を用いる代わ
りに、セラミックス基板１の上にＴｉ膜を１０ｎｍ～１００ｎｍの範囲の値にて形成し、
該Ｔｉ膜と銅板３とを重ね合わせて加熱加圧接合することにより、６水準の接合基板３０
を得た。接合雰囲気は真空とし、また、接合温度は１０００℃とし、接合圧力は２０ＭＰ
ａとした。
【００７６】
　図６は、係る接合基板３０の接合層７と銅板３との界面領域における微細構造を模式的
に示す断面図である。図６に示すように、接合基板３０においては、セラミックス基板１
と銅板３とが接合層７によって接合されてなる。また、接合基板１０Ａと同様、銅板３と
接合層７の界面部分にはボイド４が存在する。
【００７７】
　実施例１～実施例１２および比較例１～比較例１２に係る接合基板のそれぞれについて
、接合面に垂直に切断して得られる切断面を電子顕微鏡で観察して、接合層と銅板との間
における接合層に連続するＡｇ－Ｃｕ層の有無、およびＡｇリッチ相の有無を確認した。
観察は、切断面の基板面内方向における左右端部と中央部との３箇所を対象に行い、観察
倍率は１０００倍とし、各箇所での基板面内方向における観察幅は０．１ｍｍとした。係
る場合においては、０．５μｍ～３μｍの厚みかつ０．５μｍ～５μｍの幅でＡｇが偏在
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する領域を、Ａｇリッチ相と判定した。
【００７８】
　加えて、銅板３中へのＡｇの拡散の有無を確認するべく、切断面の各観察箇所において
、接合層２との接合界面から銅板３の厚み方向１０μｍのエリアについてＥＤＳで組成マ
ッピングを実施した。
【００７９】
　表１に、実施例１～実施例１２および比較例１～比較例１２に係る接合基板におけるセ
ラミックス基板および銅板（Ｃｕ板）の条件と、接合層に連続するＡｇ－Ｃｕ層の有無と
、銅板（Ｃｕ板）へのＡｇの拡散の有無と、Ａｇリッチ相を、一覧にして示す。
【００８０】
【表１】

【００８１】
　表１に示すように、実施例１～実施例１２においては接合層に連続するＡｇ－Ｃｕ層は
存在せず、銅板３にＡｇが拡散している点で共通したが、実施例１～実施例６ではＡｇリ
ッチ相が存在しないのに対して、実施例７～実施例１２ではＡｇリッチ相が存在した。
【００８２】
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　なお、実施例１～実施例６においては接合層と銅板との界面にボイドが存在していた。
また、実施例７～実施例１２におけるＡｇリッチ相の分布態様は、実施例１～実施例６に
おけるボイドの分布態様と類似していた。図７は、実施例９の界面近傍についてのＳＥＭ
像（上段）とＴｉ、Ａｇ、ＣｕについてのＥＰＭＡ元素マッピング像（下段）とを併せて
示す図である。図７からは、銅板内にＡｇが厚み方向に拡散しており、接合層と銅板との
界面から離れるほど濃度が小さくなるように分布していることに加え、接合層と銅板との
界面に局所的に偏在していること、つまりはＡｇリッチ相が存在していることが、確認さ
れる（Ａｇのマッピング像で白く見える微小領域がＡｇリッチ相である）。係る結果は、
Ａｇリッチ相の形成が、異なる接合条件のもとではボイドとなり得る箇所において生じる
ことを示唆するものと考えられる。
【００８３】
　また、比較例１～比較例６については、接合層に連続するＡｇ－Ｃｕ層が存在したため
、Ａｇリッチ相については判定を行わなかった。
【００８４】
　一方、比較例７～比較例１２については、実施例１～実施例１２と同様、接合層に連続
するＡｇ－Ｃｕ層は存在しなかったが、銅板へのＡｇの拡散が確認されなかった点で実施
例１～実施例１２とは相違した。
【００８５】
　（冷熱サイクル試験）
　実施例１～実施例１２および比較例１～比較例１２に係る接合基板のそれぞれについて
、冷熱サイクル試験を行った。それぞれの実施例及び比較例において、試験サンプル数は
５とした。試験は、各サンプルに対し－５５℃（１５分）／１５０℃（１５分）の冷熱サ
イクルを３０００ｃｙｃ（サイクル）与えることにより行い、途中１００ｃｙｃ毎に（つ
まりは全３０回）、実体顕微鏡による外観確認と超音波探傷とによって、接合部の剥がれ
およびセラミックス基板におけるクラックの有無（以下、これらをまとめて「破壊」と総
称する）について確認した。
【００８６】
　表２に、実施例１～実施例１２および比較例１～比較例１２に係る接合基板の全てのサ
ンプルについての、冷熱サイクル試験において破壊が確認された評価回（何回目の評価で
破壊が確認されたか）と、５つのサンプルについての平均値とを、一覧にして示す。例え
ば破壊が確認された評価回が２９回目ということであれば、２８００ｃｙｃ～２９００ｃ
ｙｃの間に破壊が生じたことを意味する。また、冷熱サイクルを３０００ｃｙｃ与えた後
の３０回目の評価においても破壊は確認されなかったサンプルについては、「確認されず
」と記している。
【００８７】
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【表２】

【００８８】
　表２に示すように、セラミックス基板に窒化珪素（Ｓｉ３Ｎ４）を用いた実施例１～実
施例５および実施例７～実施例１１では、破壊が確認されたのは概ね２５回目以降の評価
回であり、特に、銅板３の厚みが小さい実施例１～実施例４および実施例７～実施例１０
においては、全てのサンプルにおいて、冷熱サイクルを３０００ｃｙｃ与えた後の３０回
目の評価においても破壊は確認されなかった。
【００８９】
　一方、セラミックス基板に窒化アルミニウム（ＡｌＮ）を用いた実施例６および実施例
１２では、平均して１６回～１７回の評価回で破壊が確認された。
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【００９０】
　これに対し、Ａｇ－Ｃｕ層が形成された比較例１～比較例６では、最も遅くとも１４回
目の評価回までには破壊が確認され、銅板へのＡｇの拡散が確認されなかった比較例７～
比較例１２については、遅くとも６回目の評価回までに破壊が確認された。
【００９１】
　以上の結果は、Ａｇ－Ｃｕ層が介在せず、かつ銅板にＡｇが拡散するように構成された
実施例１～実施例１２に係る接合基板１０Ａおよび１０Ｂは、Ａｇ－Ｃｕ層が介在する比
較例１～比較例６に係る接合基板２０、および、銅板にＡｇが拡散していない比較例７～
比較例１２に係る接合基板３０に比して、冷熱サイクルに対する信頼性が高いことを指し
示している。特に、比較例１～比較例６との対比に関していえば、Ａｇ－Ｃｕ層が介在し
ないことでセラミックス基板に発生する熱応力が低減されることの効果が、現れていると
いえる。
【００９２】
　（モジュール熱抵抗測定）
　実施例１～実施例１２および比較例１～比較例１２に係る接合基板のそれぞれを対象に
、熱抵抗測定を行った。評価用のサンプルとして、平面サイズが２１ｍｍ×２１ｍｍのセ
ラミックス基板の両面に平面サイズが２０ｍｍ×２０ｍｍの銅板を各実施例もしくは比較
例に係る条件で接合した接合基板を用意した。
【００９３】
　さらに、接合基板の片側中央へ８ｍｍ×８ｍｍサイズの半導体チップをハンダ実装した
。そして、半導体チップ実装面とセラミックス基板を挟んで対向するもう一方の銅板表面
を、平面サイズが５０ｍｍ×５０ｍｍで厚みが４ｍｍの銅ベース板にハンダ接合し、銅ベ
ース板を冷却板にサーマルグリスを介して設置することで、評価用モジュールを得た。
【００９４】
　測定はＪＥＤＥＣの規格ＪＥＳＤ５１－１４に準拠して行った。それぞれの実施例及び
比較例において、試験サンプル数は５とした。
【００９５】
　表３に、実施例１～実施例１２および比較例１～比較例１２に係る接合基板の全てのサ
ンプルについての熱抵抗測定の結果と、５つのサンプルについての平均値とを、一覧にし
て示す。
【００９６】
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【表３】

【００９７】
　表３に示すように、セラミックス基板に窒化珪素（Ｓｉ３Ｎ４）を用いた接合基板のう
ち、銅板へのＡｇの拡散が生じた実施例１～実施例５、実施例７～実施例１１、および、
比較例１～比較例５では、熱抵抗の値はおおよそ０．１３５Ｋ／Ｗ～０．１５Ｋ／Ｗ程度
であるのに対し、銅板へのＡｇの拡散が生じていない比較例７～比較例１１では、熱抵抗
の値はおおよそ０．２５Ｋ／Ｗ～０．２８Ｋ／Ｗ程度と高い傾向がある。また、係る傾向
は、絶対値こそ異なるものの、セラミックス基板に窒化アルミニウム（ＡｌＮ）を用いた
実施例６、実施例１２および比較例６（熱抵抗の値はおおよそ０．２０Ｋ／Ｗ～０．２１
Ｋ／Ｗ程度）と比較例１２と（同０．３３４Ｋ／Ｗ～０．３４１Ｋ／Ｗ）の間でも同様で
ある。
【００９８】
　以上の結果は、銅板にＣｕよりも熱伝導率の高いＡｇを拡散させることが、接合基板の
熱抵抗を低減させる効果があることを指し示している。
【００９９】
　（絶縁耐圧測定）
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　実施例１～実施例１２に係る接合基板のそれぞれを対象に、絶縁耐圧（絶縁破壊電圧）
の測定を行った。それぞれの実施例において、試験サンプル数は１０とした。測定は、絶
縁油中において接合基板の回路面である銅板の非接合面と、放熱面であるセラミックス基
板の非接合面との間に、交流電圧を印加することにより行った。
【０１００】
　表４に、実施例１～実施例１２に係る接合基板の全てのサンプルについての絶縁耐圧の
測定結果と、１０個のサンプルについての平均値および標準偏差σを、一覧にして示す。
【０１０１】
【表４】

【０１０２】
　表４に示すように、接合層と銅板との界面にボイドが確認される一方でＡｇリッチ相が
確認されなかった実施例１～実施例６については、絶縁耐圧の平均値は最大でも８．３ｋ
Ｖ／ｍｍであってσの値が最小で１．６ｋＶ／ｍｍであるのに対して、接合層と銅板との
界面にボイドが確認されない一方でＡｇリッチ相が確認された実施例７～実施例１２につ
いては、絶縁耐圧の平均値は最小でも８．８ｋＶ／ｍｍである一方σの値は最大でも１．
３ｋＶ／ｍｍであった。
【０１０３】
　以上の結果は、接合層と銅板との界面においてボイドを生じさせず、代わってＡｇリッ
チ相を介在させることが、電気的な絶縁破壊に対する信頼性を高める効果があることを指
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【図１】

【図２】
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